
２０２３年度 

川崎港の「コンテナ貨物補助制度」 
 のご案内 

１ 補助制度の内容 

事業区分 ①新規航路開設事業 ②航路改編事業 ③増加事業 

事業の内容 川崎港コンテナターミナ

ルと外国諸港湾又は国内

諸港湾との間で、新たに定

期航路を開設し、航路開設

日から２年を経過してい

ない事業 

航路改編等により、川崎港

コンテナターミナルと国

内外の新たな寄港地との

間で海上コンテナを輸出、

輸入、移出又は移入する事

業で、寄港を開始した日か

ら２年を経過していない

事業 

川崎港コンテナターミ

ナルと新規航路開設事

業及び航路改編事業に

おける寄港地を除く寄

港地との間で、海上コン

テナを輸出、輸入、移出

又は移入する事業で当

該年度の取扱貨物量が

前年度の取扱貨物量よ

り増加する事業 

補助対象者 船社等 

対象貨物 実入りの海上コンテナ 

利用条件 継続的に（毎月１FEU以上）川崎港を利用すること。 

補助金の額 ＜１年目＞ 

１FEU＠5,000円（外航） 

１FEU＠3,000円（内航） 

＜１年目＞ 

１FEU＠5,000円（外航） 

１FEU＠3,000円（内航） １FEU＠5,000円(外航) 

１FEU＠3,000円(内航) ＜２年目＞ 

１FEU＠3,000円（外航） 

１FEU＠2,000円（内航） 

＜２年目＞ 

１FEU＠3,000円（外航） 

１FEU＠2,000円（内航） 

上限額 2,000万円／事業 

２ 補助対象期間 

２０２３年4月1日 ～ ２０２４年3月31日 

３ 申請期間 

２０２３年５月１日 ～ ２０２４年2月２９日 

※補助金交付予定額の合計が、２０２３年度の予算額に達した場合は、受付を終了します。

（その場合は、川崎市のＨＰでお知らせします。）

４ 問合せ先 

川崎市港湾局港湾経営部経営企画課（川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話 ０４４－２００－３６２８ Eメール 58keiki@city.kawasaki.jp 



補助金の申請から交付まで 

１ 補助金交付申請

・ 補助金交付の申請には、次の書類を市に提出してください。 

   ① 補助金交付決定申請書、 ② 事業計画書、③ 会社概要、④誓約書 

・ 申請書は、川崎市港湾局経営企画課まで、提出してください。 

６ 請求書の送付

・ ５で送付された「請求書」に必要事項を記載して市へ返送してください。

３ 定期報告

・ 毎月、取扱量と今後の取扱見込量を報告してください。 

・ 取扱実績を証明できる書類（B/L 及び許可書の写し等）を上記と合わせて

ご提出ください。 

 ・ 事業計画の変更や補助対象貨物量の「１ＦＥＵ以上の増加」若しくは「20%

以上の減少（計画値が２００ＦＥＵ以上の事業に限る。）」が見込まれる場合

は、「補助金交付変更決定申請書」を提出してください。 

２ 補助金交付決定

・ 申請書はコンテナ貨物補助事業審査委員会での審査に付し、承認 

されましたら、事業者へ「補助金交付決定通知書」を送付します。 

５ 補助金交付額の決定

・ 「補助金交付決定事業実績報告書」、取扱実績証明書類等をコンテナ貨物補助

事業審査委員会において審査に付し、補助金交付額を確定したのち補助対象

事業者あてに「補助金額確定通知書」及び「請求書」を送付します。 

４ 実績報告書の提出

・ 事業開始日から３月31日までの実績を報告してください。 

７ 補助金の交付

・ 請求書の確認後、補助金を全額一括して交付します。

制度の詳細については「川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度実施要綱」をご覧ください。


